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内部統制システムの整備に関する基本方針 
 

 

当行は、会社法および会社法施行規則に基づき､以下のとおり、当行の業務の適正を確保

するための体制（以下「内部統制システム」という。）を整備する。 

 

１．取締役および職員等（以下「役職員等」という。）の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制 

  

①取締役会は、役職員等が法令等遵守の重要性を認識するとともに、社会的規範を遵守し、

その職務を遂行するため、「青森銀行倫理憲章」を定め、法令等遵守に関する基本方針

および基準ならびに研修実施計画等を決定し、周知徹底を図る。 

 

②取締役会は、法令等遵守に関する全行横断的な一元管理および必要な事項を審議、決定、

指示する「法令等遵守経営会議」を設置し、法令等遵守の徹底の実効性を確保する。ま

た、「法令等遵守経営会議」は、審議事項等を取締役会に報告する。 

 

③法令等遵守に関する統括部署として、リスク統括部法務コンプライアンス室を設置する

他、各部店にはコンプライアンス担当責任者を置き、法令等遵守体制の整備および維持

を図る。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定および研修を実施す

る。 

  

④取締役は、法令または定款に違反する重要な事実等を発見した場合は、すみやかに監査

役に報告する。 

 

⑤職員等は、組織的又は個人的な法令に反する行為等を発見した場合は、すみやかにコン

プライアンス通報窓口に報告する。 

 

⑥内部監査部署である監査部は、各部店における法令等の遵守状況について監査を実施し､

その結果を取締役会および監査役会に報告する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 

①取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に関する規程等を制定し､保存お

よび管理する。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

①当行は、当行の業務執行に係るリスクとして、以下(1)から(6)のリスクに分類し、管理

する。 

  (1)信用リスク(2)市場関連リスク(3)流動性リスク(4)事務リスク(5)システムリスク

(6)情報リスク 

  

②取締役会は、リスク管理規程を定め､リスク管理に関する方針の決定ならびに統括部署

としてのリスク統括部および横断的組織としてのリスク管理委員会を設置し、リスクを

管理する。 

 

③各リスクについては、リスク毎の管理規程等に定める担当部署が、リスクを管理する。 

 

④監査部は、リスク管理体制の有効性について監査を実施し、その結果を取締役会および

監査役会に報告する。 
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⑤不測の事態が発生した場合には、緊急事態対策委員会を設置し、適切かつ迅速な対応策

を審議・決定し、損害の拡大を防止する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

①取締役会は、役職員等の業務執行の基本となる中期経営計画を定めるとともに、事業年

度毎の経営計画を策定する。 

  

②取締役会は、組織および職制・分掌・権限に関する規程等を制定し､効率的に業務を遂

行する。 

 

③取締役は、業務執行状況について取締役会に報告する。 

 

５．当行およびグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

①グループ会社の統括部署である総合企画部は、法令等遵守体制やリスク管理体制の整備

等内部統制システムの構築を目的に､グループ会社の運営に関する要領を制定し､業務

管理部署を定め､当行への協議および報告ならびにモニタリング等を実施する。 

 

②グループ会社の役職員等が法令等違反に関する重要な事実を発見した場合には、リスク

統括部に報告する。リスク統括部はすみやかに取締役および監査役に報告する。 

 

③監査部は、グループ会社の業務執行状況について監査を実施し、その結果を取締役会お

よび監査役会に報告する。 

 
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項および所定の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 

①監査役室を設置し、監査役の職務を補助する職員を配置することにより、有効な監査役

の監査を確保する。 

  

②監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行

する。 

 
７．取締役および職員等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制 

 

 ①取締役は、法令等に違反する重要な事実または当行に著しい損害を及ぼすおそれのある

事実があることを発見した場合には､監査役に必要な報告および情報を提供する。 

 

②監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、

常務会や法令等遵守経営会議など重要な会議に出席できるものとし、必要に応じて取締

役または職員等にその報告を求める。 

 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

①監査役会は、代表取締役と経営課題、監査上の重要課題等について定期的に意見交換を

する。 

 

②監査役は、会計監査人と会計監査内容について、定期的に意見および情報の交換を行い、 

監査の実効性を確保する。 


